
適時開示体制

(１)決定事実・決算情報 ⑩決議・承認

取締役会

      ↑⑨付議

代表取締役

社長執行役員

 ↑⑧具申

各本部、経営会議体の

重要案件/情報

→

①

＜情報開示責任者＞

管理本部長
⑦適時開示の決定

②重要情報の集約↓　↑⑥適時開示要否報告

＜情報取扱責任者＞

総務人事部長
  ⑪開示指示 ＜開示担当部門＞

③重要性調査指示↓　↑⑤重要性結果報告 ↓⑫適時開示

＜関係部門＞

財務経理部

経営企画部等

↔

(④)

総務人事部

総務課
証券取引所

(２)発生事実

取締役会

 ↑⑧報告

代表取締役

社長執行役員

 ↑⑦報告

＜情報開示責任者＞

管理本部長

⑥適時開示の決定

 ↑⑤適時開示要否報告

各本部からの

発生情報

→

①

＜情報取扱責任者＞

総務人事部長
⑦開示指示 ＜開示担当部門＞

②重要性調査指示↓　↑④重要性結果報告 ↓⑧適時開示

＜関係部門＞

財務経理部

経営企画部等

↔

(③)

総務人事部

総務課
証券取引所


